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知財総合支援臨時窓口

知財総合支援窓口とは？

自社のアイデア、技術、ブランド、デザインなどの「知
的財産」の側面から解決を図る支援相談窓口で、営
業秘密や知的財産（商標、特許、意匠、実用新案、著
作権等）について何でも無料で相談できます

日時

①１０月2３日（木）②１１月2７日（木）③１２月2５日（木）
※全日13時～、14時～、15時～の各日3枠

会場

大和市役所 ①②会議室棟２０４会議室 ③第１分庁舎第３会議室

申込（相談受付票は市ホームページからオンライン提出可）

電話、または窓口で仮予約の上、相談受付票を提出して本予約

問い合わせ

大和市役所 産業活性課
TEL 046-260-5135／FAX 046-260-5138

HPはこちら

屋号、ロゴマーク、商品名などを知的財産として保護しておらず、突然使
用差し止め請求が届いたという話になる前に・・・ご相談ください！
ブランド戦略と知的財産を連携させることで、信頼性の高いブランドを
構築し、持続的な成長を図ることが可能です。

知財は守るだけではなく、攻めの経営戦略にも活用可能

対象者

市内事業者、または市内在住でこれから事業を始めようと考えている方など


	スライド 1

